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  条   例   

条 例 第  ３４  号   

令和 ６ 年 ６ 月２７日   

 

 熊本市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例を公布す

る。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例 

 

熊本市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和３年条例第３号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第２条中「第１７３条第１項第１号」を「第１７３条の４第１項第１号」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ３５  号   

令和 ６ 年 ６ 月２７日   

 

 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例 

 

 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第 

５８号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１の２の項並びに別表第３の１の項及び３の項中「進学準備給付金」を「進

学・就職準備給付金」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ３６  号   

令和 ６ 年 ６ 月２７日   

 

 熊本市税条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市税条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条及び第６条中「外」を「ほか」に改める。 

 第２４条第３項中「切捨てる」を「切り捨てる」に改める。 

 第２７条中「同条第１項及び第３項」を「同項及び同条第３項」に改める。 

 第２７条の５の２第１項中「若しくは金銭」を削り、同項第９号を次のように改め

る。 

 (9) 所得税法第７８条第２項第４号に規定する公益信託の信託財産とするために

支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金 

 第２８条の３の２第２項中「法第３１７条の３の２第１項の給与支払者」を「同条

第１項の給与支払者」に改める。 

 第２８条の３の３第２項中「提出した前項又は法第３１７条の３の３第１項」を「提

出した前項又は同条第１項」に、「記載した前項又は法第３１７条の３の３第１項」

を「記載した前項又は同条第１項」に改める。 

 第３２条の６の２の見出し中「公的年金等」の次に「に係る所得」を加える。 

 第３２条の７第９項中「(第１１項」を「(同項」に改める。 

 第３３条第２項中「によって」を「により」に改め、同項ただし書中「特に」を 

「、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、市民税を減

免する必要があると」に改め、同条第３項中「によって」を「により」に、「におい

ては」を「には」に改める。 

 第３６条第７項中「埋立し」を「埋立て」に改める。 
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 第４０条の２中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

 第４０条の３第２号中「若しくは」を「又は」に改める。 

 第４１条の２第２項中「前項」を「同項」に改める。 

 第５０条第２項中「によって」を「により」に改め、同項ただし書中「特に」を 

「、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、

かつ、固定資産税を減免する必要があると」に改め、同条第３項中「によって」を「に

より」に、「においては」を「には」に改める。 

 第５１条第１項中「法第４１７条第２項」を「同条第２項」に改める。 

 第５２条中「、並びに」を「並びに」に、「規則で」を「、市長が」に改める。 

 第５３条の２の見出し中「被災住宅用地等」を「被災住宅用地」に改め、同条第１

項中「の各号」を削る。 

 第６６条第２項中「によって」を「により」に改め、同項ただし書中「特に」を 

「、当該軽自動車等が同項の軽自動車等に該当することが明らかであり、かつ、種別

割を減免する必要があると」に改め、同条第３項中「によって」を「により」に、「に

おいては」を「には」に改める。 

 第６７条第２項中「によって」を「により」に改め、同項ただし書中「特に」を 

「、当該軽自動車等が同項の軽自動車等に該当することが明らかであり、かつ、種別

割を減免する必要があると」に改め、同条第３項中「によって」を「により」に改め

る。 

 第６８条第２項中「によって」を「により」に、「の定める」を「が定める」に改

め、同項ただし書中「特に」を「、当該軽自動車等が同号に該当することが明らかで

あり、かつ、種別割を減免する必要があると」に改め、同条第３項中「によって」を

「により」に改め、同項ただし書中「特に」を「、当該軽自動車等が同号に該当する

ことが明らかであり、かつ、種別割を減免する必要があると」に改め、同条第４項中

「によって」を「により」に改める。 

 第７２条の２第１項中「若しくは」を「又は」に改める。 

 第７８条第２項中「同条第１項第１号」を「同項第１号」に改める。 

 第１０８条第５項中「第３６条の２の４」を「第３６条の２の３」に改める。 

 第１１４条の３第２項中「によって」を「により」に改め、同項ただし書中「特に」

を「、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが明
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らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると」に改め、同条第３項中

「によって」を「により」に、「報告しなければ」を「申告しなければ」に改める。 

 第１１５条の５中「第１３７条第１号」を「第１１２条第１号」に改める。 

 第１３４条第２項中「第７０１条の３２第５項」を「第７０１条の３２第２項」に

改める。 

 第１３５条第１項中「第７０１条の３１第１項第１０号」を「第７０１条の３１第

１項第８号」に改める。 

 第１４３条第１項中「事由」を「理由」に改める。 

 第１４４条第２項中「によって」を「により」に改め、同項ただし書中「特に」を

「、当該者が同項に規定する者に該当することが明らかであり、かつ、事業所税を減

免する必要があると」に改め、同項第４号中「前各号」を「前３号」に改め、同条第

３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改める。 

 第１４６条第１項中「（昭和４３年法律第１００号）」を削る。 

 附則第４条の２を削る。 

 附則第１０条の２第１４項を削り、同条第１３項を同条第１４項とし、同条第１２

項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２５項第４号ハ」に改め、

同項を同条第１３項とし、同条第１１項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附

則第１５条第２５項第４号ロ」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１０項中「附

則第１５条第２５項第３号イ」を「附則第１５条第２５項第４号イ」に改め、同項を

同条第１１項とし、同条第９項中「附則第１５条第２５項第２号ハ」を「附則第１５

条第２５項第３号ハ」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第８項中「附則第１５

条第２５項第２号ロ」を「附則第１５条第２５項第３号ロ」に改め、同項を同条第９

項とし、同条第７項中「附則第１５条第２５項第２号イ」を「附則第１５条第 ２５

項第３号イ」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項の次に次の１項を加える。 

７ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、７分の６とする。 

 附則第１０条の２第１５項中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第３２項」

に改め、同条第１７項を同条第１８項とし、同条第１６項を同条第１７項とし、同条

第１５項の次に次の１項を加える。 

１６ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１と
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する。 

 附則第１０条の３第１３項中「附則第７条第１７項」を「附則第７条第１８項」に

改め、同項を同条第１４項とし、同条第１２項中「附則第７条第１６項各号」を「附

則第７条第１７項各号」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１１項中「附則第

７条第１１項各号」を「附則第７条第１２項各号」に改め、同項を同条第１２項とし、

同条第１０項中「附則第７条第１０項各号に規定する」を「附則第７条第１１項各号

に掲げる」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項中「附則第７条第９項各号」

を「附則第７条第１０項各号」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第８項中「附

則第７条第８項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項を同条第９項とし、

同条第３項から第７項までを１項ずつ繰り下げ、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のうち区分所

有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優

良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第４項に規定

する管理者等から、法附則第１５条の７第３項に規定する期間内に施行規則附則第

７条第４項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則

第１５条の７第１項又は第２項に規定する要件に該当すると認められるときは、前

項の規定にかかわらず、同条第１項又は第２項の規定を適用することができる。 

 附則第１４条の２第３項中「第１１５条の２から第１１５条の７まで」を「同条か

ら第１１５条の７まで」に改める。 

 附則第１８条の６中「附則第３２条の７又は第３２条の８」及び「附則第３２条の

７若しくは第３２条の８」を「附則第３３条」に改める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

(1) 第４０条の２の改正規定 令和７年４月１日 

 (2) 第２７条の５の２の改正規定及び附則第４条の２を削る改正規定並びに次条

の規定 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）附則第１条第

１１号に掲げる規定の施行の日 
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（市民税に関する経過措置） 

第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項

の規定の適用がある場合における前条第２号に掲げる規定による改正後の熊本市税

条例第２７条の５の２第１項第９号の規定の適用については、同号中「寄附金」と

あるのは、「寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附

則第３条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第１条の規定

による改正前の所得税法第７８条第３項の規定により特定寄附金とみなされるもの

を含む。）」とする。 

 （固定資産税及び都市計画税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の熊本市税条例の規定

中固定資産税又は都市計画税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の固定資産

税又は都市計画税について適用し、令和５年度分までの固定資産税又は都市計画税

については、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法

等の一部を改正する法律第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第

２２６号。次項及び第４項において「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規

定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、な

お従前の例による。 

３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則第１５条

第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に

供する固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の

例による。 

４ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）の施行の

日から令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５条第３９項に規定

する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税及び

都市計画税については、なお従前の例による。 
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条 例 第  ３７  号   

令和 ６ 年 ６ 月２７日   

 

 熊本市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第３９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

第５条第２項第２号中「８，９００円」を「９，１００円」に改める。 

 第１５条第２項中「前各号」を「前項各号」に改める。 

 第２０条第１項中「終る」を「終わる」に改める。 

 第２１条中「わからない」を「分からない」に改める。 

 附則第５条第６項中「第１２条第２項中」を「同項中」に改め、同条第７項第１号

中「当る」を「当たる」に改める。 

 附則第６条第７項第１号中「第４条第２項第２号、第５号若しくは第１０号若しく

は第３項第２号」を「第１３条の２第１項第１号から第３号まで若しくは第２項第１

号」に改め、同項第２号中「第４条第２項第３号、第８号、第９号又は第１３号」を

「第１３条の２第１項第４号又は第２項第２号」に改める。 

別表中「１２，４４０」を「１２，５００」に、「１３，３２０」を「１３，３５

０」に、「１０，６７０」を「１０，８００」に、「１１，５５０」を「１１，６５

０」に、「８，９００」を「９，１００」に、「９，７９０」を「９，９５０」に改

める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この条例による改正後の熊本市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」と

いう。）第５条第２項第２号及び別表の規定は、令和６年４月１日（以下「適用日」

という。）以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事

由の生じた適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金

（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、適用日前に支給すべき事由

の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び適用日前に支給すべき事由の生

じた適用日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 

３ 適用日からこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間にお

いて、この条例による改正前の熊本市消防団員等公務災害補償条例（以下「旧条例」

という。）の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金（適用日

から施行日の前日までの間に係る分に限る。）並びに旧条例の規定に基づくその他

の損害補償（適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限

る。）として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償

の内払とみなす。 
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条 例 第  ３８  号   

令和 ６ 年 ６ 月２７日   

 

 熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部を改正する条例 

 

 （熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第１条 熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年条例第９３号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「第２６条第３項」を「第２６条第５項」に改める。 

 （熊本市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第２条 熊本市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年条例第９４号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「第２０条第３項」を「第２０条第５項」に改める。 

 （熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条 熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年

条例第１０５号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項の表及び附則第３条中「第６２条第１号」を「第６２条第１項」に

改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ３９  号   

令和 ６ 年 ６ 月２７日   

 

 熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例及び熊本市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例及び熊本市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

 

（熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正） 

第１条 熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２４年条例第９６号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「第２１０条第４項及び第５項並びに第２１３条の６第５項及び

第６項」を「第２１０条第５項」に、「同項」を「省令第２１３条の６第６項」に

改め、「第２１３条の１０第１項、」を削る。 

第２条 熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「、省令第２１０条第５項中「都道府県知事」とあるのは「市長」

と」を削る。 

（熊本市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第３条 熊本市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２４年条例第９８号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「第１６条第３項」を「第１６条第４項」に改める。 
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附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日又は障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律

（令和４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅

い日から施行する。 
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条 例 第  ４０  号   

令和 ６ 年 ６ 月２７日   

 

 熊本市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び

熊本市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

及び熊本市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 

 （熊本市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第１条 熊本市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年条例第９７号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「第２２条第３項」を「第２２条第４項」に改める。 

 （熊本市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 熊本市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４

年条例第１０１号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「第１７条第３項」を「第１７条第４項」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ４１  号   

令和 ６ 年 ６ 月２７日   

 

 熊本市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例

を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 

 熊本市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成２０年条例第 

１１６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２２条第２項第１号中「始期」の次に「（フルタイム会計年度任用職員及びパー

トタイム会計年度任用職員にあっては、満３歳）」を加え、同項に次の１号を加える。 

 (7) 子育て支援時間（当該職員が満６歳に達する日後の最初の４月１日（フルタイ

ム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員にあっては、満３歳に達

する日の翌日）から満１２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

子（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第４条第１項に規定する障害者又は同条第２項に規定する障害

児である子にあっては、満１２歳に達する日後の最初の４月１日から満１８歳に

達する日以後の最初の３月３１日までの間にあるものを含む。）を養育するため、

１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に

おける休暇をいう。） 

 第２２条に次の１項を加える。 

３ 前項各号に掲げる休業又は休暇のほか、フルタイム会計年度任用職員及びパート

タイム会計年度任用職員が、管理者が定める休業又は休暇について承認を受けて勤

務しない場合には、第１項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤

務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 6 年 7 月 31 日      熊 本 市 公 報          第 1485 号 

 

- 2170 - 

 

条 例 第  ４２  号   

令和 ６ 年 ６ 月２７日   

 

 熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する

条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正

する条例 

 

 熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４１年条例

第５０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１５条第２項第１号中「始期」の次に「（フルタイム会計年度任用職員及びパー

トタイム会計年度任用職員にあっては、満３歳）」を加え、同項に次の１号を加える。 

 (7) 子育て支援時間（当該職員が満６歳に達する日後の最初の４月１日（フルタイ

ム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員にあっては、満３歳に達

する日の翌日）から満１２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

子（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第４条第１項に規定する障害者又は同条第２項に規定する障害

児である子にあっては、満１２歳に達する日後の最初の４月１日から満１８歳に

達する日以後の最初の３月３１日までの間にあるものを含む。）を養育するため、

１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に

おける休暇をいう。） 

 第１５条に次の１項を加える。 

３ 前項各号に掲げる休業又は休暇のほか、フルタイム会計年度任用職員及びパート

タイム会計年度任用職員が、管理者が定める休業又は休暇について承認を受けて勤

務しない場合には、第１項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤

務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ４３  号   

令和 ６ 年 ６ 月２７日   

 

 熊本市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９

条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例 

 

熊本市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９

条第１項の規定に基づく準則を定める条例（平成２２年条例第７０号）の一部を次の

ように改正する。 

 

第３条の表中甲種区域の項を削り、同表乙種区域の項中「（坂野６５－１及び坂野

６５－３を除く。）」を削り、「及び今吉野地区」を「、今吉野地区、戸島町地区及

び改寄町地区」に改める。 

 附則第２項及び第３項中「甲種区域」を「乙種区域」に、「０．１５」を「０．１」

に、「０．２」を「０．１５」に改める。 

 附則第４項を削る。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  ４４  号   

令和 ６ 年 ６ 月２７日   

 

 熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例

を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 

 熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２８年条例第 

１９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１４条第２項第１号中「始期」の次に「（フルタイム会計年度任用職員及びパー

トタイム会計年度任用職員にあっては、満３歳）」を加え、同項に次の１号を加える。 

 (7) 子育て支援時間（当該職員が満６歳に達する日後の最初の４月１日（フルタイ

ム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員にあっては、満３歳に達

する日の翌日）から満１２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

子（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第４条第１項に規定する障害者又は同条第２項に規定する障害

児である子にあっては、満１２歳に達する日後の最初の４月１日から満１８歳に

達する日以後の最初の３月３１日までの間にあるものを含む。）を養育するため、

１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に

おける休暇をいう。） 

 第１４条に次の１項を加える。 

３ 前項各号に掲げる休業又は休暇のほか、フルタイム会計年度任用職員及びパート

タイム会計年度任用職員が、管理者が定める休業又は休暇について承認を受けて勤

務しない場合には、第１項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤

務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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  規   則   

規 則 第  ６１  号   

令和 ６ 年 ６ 月１７日   

 

 熊本市生活保護法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市生活保護法施行細則の一部を改正する規則 

 

 熊本市生活保護法施行細則（平成８年規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１８条の見出しを「（進学・就職準備給付金支給決定通知書）」に改め、同条中

「進学準備給付金の」を「進学・就職準備給付金の」に、「進学準備給付金支給（不

支給）決定通知書」を「進学・就職準備給付金支給（不支給）決定通知書」に改める。 

 第２０条第１項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。 

 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市生活保護法施行

細則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用すること

ができる。 
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規 則 第  ６２  号   

令和 ６ 年 ６ 月２１日   

 

 社会福祉事務に関する権限委任規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   社会福祉事務に関する権限委任規則の一部を改正する規則 

 

 社会福祉事務に関する権限委任規則（平成６年規則第６０号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第１条第３項第１号シ及びス中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に

改める。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ６３  号   

令和 ６ 年 ６ 月２７日   

 

 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を 

改正する規則 

 

 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則（平成２７年

規則第９４号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第１の２の項並びに別表第３の１の項及び３の項中「進学準備給付金」を「進

学・就職準備給付金」に改める。 

 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ６４  号   

令和 ６ 年 ６ 月２８日   

 

 熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第１９条の規定に基づく

市長が給与を定める職員等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第１９条の規定に基 

   づく市長が給与を定める職員等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第１９条の規定に基づく

市長が給与を定める職員等に関する規則（令和２年規則第２８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第２条第２項中「、第７条」を「から第７条の２まで」に改め、同条第３項中「期

末手当」の次に「及び勤勉手当」を加える。 

   

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ６５  号   

令和 ６ 年 ７ 月 ３ 日   

 

 熊本市予算決算規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市予算決算規則の一部を改正する規則  

 

熊本市予算決算規則（昭和３９年規則第２８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１９条第１項中「繰越して」を「繰り越して」に改める。 

 附則第１項に見出しとして「（施行期日等）」を付する。 

 附則第２項を附則第３項とし、附則第１項の次に次の見出し及び１項を加える。 

 （都市政策研究所の特例） 

２ 第９条第１項及び第３項、第１０条、第１２条第１項、第１３条、第１３条の２、

第１４条第１項及び第２項、第１５条第１項及び第２項、第１７条、第１８条第１

項及び第３項、第１９条第１項及び第３項並びに第２０条第１項の規定は、都市政

策研究所長について準用する。この場合において、これらの規定中「主務課長」と

あるのは、「都市政策研究所長」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （熊本市会計規則の一部改正） 

２ 熊本市会計規則（昭和３９年規則第２９号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第７号中「主務課長」の次に「（都市政策研究所にあっては、都市政策研

究所長）」を、「第１３条の２第１項」の次に「（同規則附則第２項の規定により

準用する場合を含む。）」を加える。 

 （熊本市物品会計規則の一部改正） 
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３ 熊本市物品会計規則（昭和４０年規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３号中「主務課長」の次に「（都市政策研究所にあっては、都市政策研

究所長）」を、「第１３条の２第１項」の次に「（同規則附則第２項の規定により

準用する場合を含む。）」を加える。 
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  公   告   

公 告 第 ５ ３ ４ 号 

令和６年６月２１日 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項の規定に基づき、下

記の一団地を認定したので、同法第８６条の２第６項の規定により、次のとおり公告

する。 

 

                        熊本市長 大西 一史 

 

記 

 

１ 申請者        住所 熊本市北区植木町石川 280 番地 

氏名 植木工業団地協同組合 理事長 堤 寛 

    

２ 認定区域 地名地番  熊本市北区植木町石川字柿平 274 番 1,274 番 2,274 番

3,274 番 4,274 番 5,274 番 6,274 番 8,274 番 9,274 番

10,274番 11,274番 12,274番 13,274番 14,274番 16,274

番 17,299 番 1,299 番 2,275 番 7,324 番 1 

       敷地面積  27,566.20 ㎡ 

 

３ 一団地認定年月日番号 令和 6 年 6 月 18 日 指令（建指）第 86 の 2－1 号 

 

４ 認定内容       認定内容関係書類は、次の場所で一般の縦覧に供する。 

 

５ 縦覧場所       熊本市都市建設局都市政策部建築指導課 

（熊本市中央区手取本町 1 番１号） 

 

以上 
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  消 防 局   

東消防署告示第１号 

                    令和６年７月１２日 

 

 熊本市火災予防条例（昭和３７年条例第１１号）第４２条の３第１項の規定により、

次の催しを指定催しとして指定したので、同条第３項の規定により告示する。 

 

               熊本市東消防署長 森 幸誠 

 

催しの名称 

  

再春館製薬所 ＴＫＵ 江津湖花火大会２０２４ 

 

催しの開催場所 

 

 下江津湖周辺 

 

催しの開催期間 

 

令和６年８月２４日（土） 

令和６年８月２５日（日）（順延日） 

 

 

 


